
令和６年度　石井町教育委員会会計年度任用職員　採用試験案内 

試験区分　幼稚園助教諭【短時間勤務】 
 

令和６年３月４日 
 
                                  〒７７９－３２９５ 

徳島県名西郡石井町高川原字高川原１２１番地１ 
                                              　電話　０８８－６７４－７５０５ 

石井町教育委員会 
 
◎試 験 日　　随時（申込受付後に相談の上、日時を決定します。） 
 
◎試 験 場 所　　石井町教育委員会（石井町役場３階） 
 
◎試 験 内 容　　書類審査及び面接試験 
 
◎受 験 資 格　　幼稚園教諭、小学校教諭若しくは中学校教諭の免許を取得している者
　　　　　　　　　 又は令和６年３月３１日までに当該免許を取得する見込みの者 
 
◎提 出 書 類　　履歴書（写真を添付し、志望理由を詳しく記入してください。また、 
　　　　　　　　　上部余白に受験希望職種を記入してください。）及び受験資格に該 
　　　　　　　　　当する免許若しくは免許取得見込みを証明できる書類 
 
◎提 出 先　  石井町教育委員会 
　　　　　　　　　（郵送で申し込みの場合は、必ず書留郵便で送付してください。） 
 
◎申込受付期間　　令和６年３月４日(月)から（合格者が定員に達し次第終了） 
　　　　　　　　　（土・日・祝日を除く　午前８時３０分から午後５時まで） 
 
◎任 用 期 間　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 
◎採 用 人 数　　３名程度 
 
◎職 務 内 容　　幼稚園助教諭業務全般 
 
◎勤 務 条 件　　○勤務時間は、５時間で、午前８時１５分から午後７時までの間で
　　　　　　　　　　のシフト勤務です。 
　　　　　　　　　○日給は、６，２６０円～【石井町での経験により決定】です。　
　　　　　　　　　　支給日は、月末締切り翌月１５日支払いです。なお、１日の勤務
　　　　　　　　　　時間が５時間を超える部分については、時間外勤務手当が支給さ
　　　　　　　　　　れます。 
　　　　　　　　　〇通勤距離・通勤手段に応じて通勤手当が支給されます。ただし、 
　　　　　　　　　　自動車通勤の場合は、駐車場使用料が必要となります。 
　　　　　　　　　○期末手当が支給されます。(年２回：６月及び１２月) 

　　　　　　　　　〇年次有給休暇(年２０日)及び特別休暇(石井町会計年度任用職員 

　　　　　　　　　　の勤務時間、休暇等に関する規則の定めによる。)があります。 
　　　　　　　　　○雇用保険、健康保険、厚生年金保険が適用されます。 
                  ○原則として、勤務日は月曜日から金曜日までの５日間、土・日曜 
　　　　　　　　　　日及び祝日は休みの週休２日制です。ただし、土曜預かり保育、
　　　　　　　　　　行事等による休日出勤の場合があります。 
 
　合格者の発表　　結果の発表は、採用試験後１週間以内に合否を受験者に通知します。 


